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乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程 

 

令和６年５月２４日付け中酪（総務）発第１１４号 

改正 令和７年６月 ２日付け中酪（生振）発第１１２号 

改正 令和８年５月２０日付け中酪（生振）発第 ８６号 

 

 

酪農経営においては、これまで乳量を確保するために配合飼料多給による飼養管理が行

われ、家畜改良の分野においても、１頭当たりの乳量の改善に重点を置いた改良を推進し

てきたところである。  

しかし、近年の猛暑といった飼養環境の変化等により、受胎率の低下や供用期間の短縮

傾向が見られるほか、配合飼料価格の高騰等に起因した生乳の生産コストが上昇するなど、

酪農経営は厳しい状況下に置かれている。  

このため、一般社団法人中央酪農会議（以下「中酪」という。）は、経産牛１頭当たり

の供用期間を延長し、乳用牛償却費等のコスト低減を図る必要があることから、輸入依存

度の高い配合飼料多給による乳量偏重から長命連産性に重きを置いた牛群構成への転換を

図る取組に対して支援する。 

なお、この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）に定めるもののほか、

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等要綱（令和５年１１月２９日付け５畜

産第１６９１号農林水産事務次官依命通知。以下、「要綱」という。）、乳用牛長命連産

性等向上緊急支援事業実施要領（令和５年１１月２９日付け５畜産第１７４１号農林水産

省畜産局長通知。以下、「要領」という。）及びこの規程に定めるところによる。 

 

第１ 事業の内容 

中酪は、自ら又は取組主体を通じて、次の取組を行うものとする。 

１ 乳用牛長命連産性等向上支援事業 

ア 長命連産性等向上計画の策定 

酪農経営体又は乳用種の初妊牛を供給する経営体（以下、「酪農経営体等」とい

う。）による長命連産性の能力の高い乳用種雄牛の精液又はその精液を利用して生

産された受精卵等（以下、「長命連産性等向上精液等」という。）の人工授精又は

受精卵移植（以下、「人工授精等」という。）のための長命連産性等向上計画の取

りまとめ及び策定を行う。 

イ 奨励金の交付 

長命連産性に重きを置いた牛群構成への転換を図るため、長命連産性等向上精液

等を利用する酪農経営体等に対し、奨励金を交付する。 

２ 乳用牛長命連産性等向上支援推進事業 

１の事業の円滑な推進を図るための会議の開催、現地調査、推進指導等に要する

経費を交付する。 
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３ 乳用牛飼養管理技術向上事業 

ア 長命連産性の向上に資する飼養管理の普及に向けた検討会の開催に要する経費を

交付する。 

イ 長命連産性の向上に資する飼養管理の情報発信に資する経費を交付する。 

ウ 長命連産性の向上に資する飼養管理の普及に向けた講習会等の開催に要する経 

費を交付する。 

エ 長命連産性の向上に資する飼養管理に取り組む酪農経営体等が所属する取組主体

が実施する長命連産性の向上に資する飼養管理に係る研修会等の開催に要する経費

を交付する。 

オ その他長命連産性の向上に資する飼養管理の普及に要する経費を交付する。 

 ４ 乳用牛性選別精液製造機器導入事業 

    長命連産性に優れた乳用雌牛を効率的に生産するため、高機能な性選別精液製造 

   機器の導入等に必要な費用の一部について補助する。 

 

第２ 取組主体 

１ 本事業のうち第１の１及び３のエの事業に参加する取組主体は農業協同組合、農業

協同組合連合会、畜産業の振興に資する事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法

人、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合又は

３戸以上の酪農経営体等で次の事項の全てを内容とする規約を有するもの（以下「生

産者集団」という。）とする。 

ア 生産者集団の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関する事項 

イ 生産者集団の運営に関する事項 

ウ 会計、補助金の管理及び使途に関する事項 

エ その他生産者集団の目的の達成に必要な事項 

 ２ 本事業のうち第１の４の事業に参加する取組主体は、１の要件を満たす者であっ

て、性選別精液の製造・供給を的確かつ広範に遂行するに足る組織、人員、能力等を

有しているもの（以下「技術推進主体」という。なお、第６、第１６、第１８、第２

３を除き「取組主体」については「技術推進主体」も含む）とする。 

 

第３ 事業への参加要件 

本事業への参加要件は次のとおりとする。 

１ 本事業に参加する酪農経営体等は、牛群長命連産性等向上計画を策定すること。 

２ １の牛群長命連産性等向上計画は、次の要件を満たす計画であること。 

（１）自ら所有している又は今後、搾乳牛として所有することが確実に見込まれる乳用

牛を利用して、乳用種後継牛の生産を行う予定であること。 

（２）（１）で行う乳用種後継牛の生産は、長命連産性等向上精液等による人工授精等

によるものを含むこと。 

（３）第１の３のエの事業に参加する取組主体は、飼養管理技術普及計画を作成するこ

と。 

（４）第１の４の事業に参加する技術推進主体は、性選別精液製造機器導入等計画を作
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成すること。 

（５）本事業に参加する酪農経営体のうち「生乳需給安定クロスコンプライアンスの運

用等について」（令和７年２月 28日付６畜産第 3109号農林水産省畜産局長通知。

以下「生乳需給安定通知」という。）に規定する対象者（以下「生乳需給安定化対

象者」という。）に該当する場合は、その内容を遵守すること。 

 

第４ 補助対象経費等 

１ 本事業の補助対象経費は、別表１から４までに掲げるとおりとする。取組主体は、

この事業の一部を一般社団法人中央酪農会議会長（以下、「中酪会長」という。）が

適当と認める団体に委託して行うことができるものとし、この場合、委託契約を締結

し、その内容を第６第２項に規定する事業実施計画に記載しなければならない。 

２ 補助対象経費は、本事業を実施するために必要な経費であって、本事業の対象とし

て明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。 

３ 次の経費は、事業の実施に必要であるかどうかにかかわらず、補助の対象となら

ないものとする。 

（１）国又は独立行政法人農畜産業振興機構の事業において補助金等の交付を受け、

又は受ける予定となっている経費 

（２）事業の期間に発生した事故・災害の処理のための経費 

（３）事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費 

（４）その他当該事業の実施に直接関係のない経費 

（５）補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ税額控除額（補助対象 

に含まれる消費税額及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗

じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額 

 

第５ 補助率 

本事業の補助率は別表２に掲げるとおりとする。 

 

第６ 事業実施計画等の作成等 

１ 牛群長命連産性等向上計画等の作成等 

本事業に参加する酪農経営体等は、別紙様式第１号の１により、第３の１に規定す

る牛群長命連産性等向上計画を策定し、取組主体に提出するものとする。ただし、提

出先は１つの取組主体に限るものとする。 

また、本事業に参加する酪農経営体等は、事業実施期間中に第１０に定める重要な

変更が生じた場合は、牛群長命連産性等向上計画を速やかに修正し、取組主体に修正

した計画を提出するものとする。 

２ 事業実施計画の作成等 

取組主体は、１の酪農経営体等から提出を受けた牛群長命連産性等向上計画を取り

まとめ、別紙様式第２号により、長命連産性等向上計画（以下、「事業実施計画」と
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いう。）を作成し、中酪会長に提出し、その承認を受けるものとする。 

また、取組主体は、事業実施期間中に第１０に規定する重要な変更が生じた場合は、

事業実施計画を変更し、中酪会長の承認を受けるものとする。 

３ 飼養管理技術普及計画の作成等  

（１）第１の３のエの事業に参加する取組主体は、別紙様式第１号の２により、飼養管理

技術普及計画を作成し、中酪会長に提出し、その承認を得るものとする。  

（２）中酪会長は、１の３のエの事業に参加する取組主体から提出を受けた飼養管理技術

普及計画（別紙様式第１号の２）を踏まえ、１の事業実施計画を作成するものとする。

なお、公募要領に基づき提出し、内容に変更がない場合は提出を省略することができ

るものとする。  

（３）第１の３のエの事業に参加する取組主体は、事業実施期間中に第１０に定める重要

な変更が生じた場合は、飼養管理技術普及計画を速やかに修正し、中酪会長に修正し

た計画を提出し、その承認を受けるものとする。 

４ 性選別精液製造機器導入等計画の作成等  

（１）技術推進主体は、別紙様式第１号の３により、性選別精液製造機器導入等計画を作

成し、中酪会長に提出し、その承認を得るものとする。  

（２）中酪会長は、技術推進主体から提出を受けた性選別精液製造機器導入等計画（別紙

様式第１号の３）を踏まえ、１の事業実施計画を作成するものとする。なお、公募要

領に基づき提出し、内容に変更がない場合は提出を省略することができるものとする。  

（３）技術推進主体は、事業実施期間中に第１０に定める重要な変更が生じた場合は、性

選別精液製造機器導入等計画を速やかに修正し、中酪会長に修正した計画を提出し、

その承認を受けるものとする。 

５ 生乳需給安定クロスコンプライアンスに係る手続  

（１）本事業に参加する酪農経営体等は、牛群長命連産性等向上計画提出時に、生乳需給

安定通知に定められたチェックシートを取組主体に提出するものとする。  

（２）中酪会長及び取組主体は、生乳需給安定通知に定める要件の確認等を行うものとす

る。この際、取組主体は、生乳需給安定化対象者からチェックシートを収集し保管す

るとともに、一覧にまとめ、中酪会長を経由して農林水産省畜産局長に提出するもの

とする。  

 

第７ 事業の着手 

１ 事業の着手は、原則として補助金交付決定後に行うものとする。 

ただし、地域の実情において事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得な

い事情がある場合にあっては、事業の内容が明確となり、かつ、補助金の交付が確実

となったときに限り、取組主体は、交付決定前であっても着手することができる。こ

の場合においては、取組主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とする

ことを了知の上で行うものとする。 

２ １のただし書により交付決定前に着手する場合については、取組主体は、あらかじ

め、中酪会長の適正な指導を受けた上、別紙様式第３号により、交付決定前着手届（以

下「着手届」という。）を中酪会長に提出するものとする。 
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第８ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

（１）取組主体は、補助金の交付を受けようとする場合は、第６第２項に規定する事業

実施計画と合わせて、中酪会長が別に定める日までに、別紙様式第４号の乳用牛長

命連産性等向上緊急支援事業補助金交付申請書（以下、「補助金交付申請書」とい

う。）を中酪会長に提出するものとする。 

（２） 取組主体は、（１）の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係

る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法（昭和６３ 年法律第１０８ 号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５ 年法律第２２

６ 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを

減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費

税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

２ 交付決定の通知 

中酪会長は、前項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、

補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、取組主体に対しそ

の旨を通知するものとする。 

 

第９ 申請の取下げ 

取組主体は、第８第１項の規定による補助金の交付申請を取り下げようとするとき

は、第８第２項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して８日以内にその

旨を記載した取下書を中酪会長に提出しなければならない。 

 

第１０ 計画変更、中止または廃止の承認 

１ 取組主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、別紙様式第５号

の乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付変更承認申請書（以下、「変更承

認申請書」という。）を中酪会長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）総事業費の３０％を超える増又は間接補助金の増 

（３）総事業費及び間接補助金の３０％を超える減 

２ 取組主体は、前項各号に定める場合のほか、補助金額の減額に伴う変更をしようと

するときは、前項に準じて中酪会長の承認を受けることができる。 

３ 中酪会長は、第１項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更

し、又は条件を付すことができる。 

４ 取組主体は、第１項の変更承認申請書を提出する場合には、あらかじめ中酪会長と

変更する事業計画書（変更部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載する

こと。）を調整した上で、変更承認申請書に添付するものとする。 
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第１１ 補助金の概算払 

１ 中酪会長は、本事業の円滑な実施を図るために必要であると認めた場合は、交付決

定額を限度として補助金の概算払いをすることができるものとする。 

２ 取組主体は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合には、別

紙様式第６号による乳用牛長命連産性等向上緊急事業補助金概算払請求書（以下、「概

算払請求書」という。）を中酪会長に提出するものとする。 

 

第１２ 実績報告  

１ 取組主体は、補助事業が完了したとき（第１０第１項による廃止の承認があったと

きを含む。以下同じ。）は、やむを得ない場合を除き、その日から１月を経過した日

又は事業実施年度の３月１０日のいずれか早い日までに、別紙様式第７号の乳用牛長

命連産性等向上緊急支援事業実績報告書（以下、「実績報告書」という。）を中酪会

長に提出しなければならない。 

２ 第８第１項第２号のただし書の規定により、交付の申請をした取組主体は、前項の

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかで

ある場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第８第１項第２号のただし書きの規定により、交付の申請をした取組主体は、第１

項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額

した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額を別紙様式第８号の消

費税仕入控除税額報告書により速やかに中酪会長に報告するとともに、中酪会長によ

る返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合

であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年５月３１ 日ま

でに、同様式により中酪会長に報告しなければならない。 

 

第１３ 補助金の額の確定等 

１ 中酪会長は、第１２第１項の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書等

の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、取組主体に通知するものとする。 

２ 中酪会長は、取組主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる

ものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 

パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

第１４ 額の再確定 

１ 取組主体は、第１３第１項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助事
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業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等によ

り補助事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、中酪会長に対し当該経費を

減額して作成した実績報告書を第１２に準じて提出するものとする。 

２ 中酪会長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第１３第１項に準じ

て改めて額の確定を行うものとする。 

３ 第１３第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

第１５ 交付決定の取消等 

１ 中酪会長は、第１０第１項第１号の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があ

った場合及び次に掲げる場合には、第８第２項の規定による交付決定の全部若しくは

一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）取組主体が、補助事業の実施に関し法令等に違反した場合 

（２）取組主体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）取組主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為を

した場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

２ 中酪会長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る

部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

３ 中酪会長は、第１項第１号から第３号までの規定による取消しをした場合におい

て、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る穂預金の受領の日から納付の日まで

の期間に応じて、年利 10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ず

るものとする。 

４ 第２項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第１４第３

項の規定を準用する。 

 

第１６ 成果目標 

１ 取組主体は、本事業に参加する酪農経営体等における後継牛生産のために人工授

精を行った乳用牛頭数のうち、本事業の対象となる長命連産性等向上精液等による

人工授精等を行った乳用牛頭数の割合が８０％以上となる成果目標を設定する。 

２ 技術推進主体は性選別精液の製造本数の５％の増加又は配布本数の概ね５％の増

加のいずれかを成果目標として設定する。 

 

第１７ 目標年度 

本事業の目標年度は事業実施年度とする。 

 

第１８ 事業達成状況の報告 

１ 酪農経営体等は、事業実施年度の翌年度の４月末までに別紙様式第９号の事業達

成状況報告書を作成し、自らの牛群長命連産性等向上計画を提出した取組主体に報
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告するものとする。なお、これ以前に同様式の別添の参考資料を用いて自らの事業

の実績を報告し、内容に変更がない場合は、これをもって事業達成状況の報告に代

えることができるものとする。 

２ 取組主体は、第１項の報告を取りまとめ、事業実施年度の翌年度の５月末までに

別紙様式第１０号の事業達成状況報告書を作成し、中酪に報告するものとする。 

３ 技術推進主体は、事業実施年度の翌年度の５月末までに別紙様式第１０号の事業

達成状況報告書を作成し、中酪に報告するものとする。 

 

第１９ 事業の評価 

１ 取組主体は、第１６により設定した成果目標について、自らの事業の評価を行

い、事業完了年度の翌年度の６月末までに、別紙様式第１１号の事業評価報告書に

より、中酪会長に報告するものとする。 

２ 中酪会長は、取組主体からの点検評価の結果、必要に応じて取組主体を指導する

ものとする。 

 

第２０ 補助金の返還 

１ 中酪会長は、酪農経営体等が第６第２項の規定により承認を受けた事業実施計画

に定められた取組を行ったと認められない場合又は第１５の規定による交付決定の

取消がされた場合は、取組み主体に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずるも

のとする。 

２ 前項の返還については、自然災害その他事業実施主体の責めに帰さない事情によ

り、事業実施計画に定められた取組が行われなかったこと等が確認できる場合にあ

っては、その対象としないことができるものとする。 

 

第２１ 不正行為に対する措置 

中酪会長は、取組主体が本事業の実施に関して不正な行為又はその疑いがあると認

めた場合には、取組主体に対し、当該不正な行為又はその疑いのある行為に関する事

実関係及び発生原因の究明並びに再発防止のための是正措置等の適切な措置を講じる

よう求めるものとする。 

 

第２２ 帳簿等の整備保管等 

１ 取組主体は、この事業に係る経理を適正に行うとともに、その内容を明らかにし

た帳簿及び関係書類を整備して保管するものとし、その保存期間は、事業の完了し

た年度の翌年度から起算して５年間とする。 

２ 事業に参加する酪農経営体が保管する事業実施計画に記載された取組を実施した

ことを証する書類の保存期間は、取組主体が事業を完了した年度の翌年度から起算

して５年間とする。 

３ 中酪会長は、この規程に定めるもののほか、この事業の実施及び実績について必

要に応じ、取組主体等に対し調査し又は報告を求めることができるものとする。 
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第２３ 他の施策との関連 

本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

１ 家畜共済の積極的な活用 

継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、本事業の受益者となる畜産農

家は、農業保険法（昭和 22年法律第 185号）に基づく家畜共済への積極的な加入に

努めるものとする。 

２ 環境負荷低減に向けた取組 

取組主体は、本事業の受益者となる畜産農家及び民間事業者から、事業申請時に

「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」（要綱参考様式ア）に記

載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックしたチェックシー

トの提出を受けるものとする。取組主体が受益者となる場合、「環境負荷低減のクロ

スコンプライアンスチェックシート（要綱参考様式イ）」を中酪会長へ提出する。 

また、取組主体は、実績報告の際、実績報告書中のチェックシートに記載された環

境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックしたチェ

ックシートの提出を受けるものとする。 

技術推進主体は、「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」（要

綱参考様式）を中酪会長に提出する。 

３ 配合飼料価格安定制度への継続加入 

取組主体は、この事業の受益者となる畜産農家であって、配合飼料価格安定対策事

業補助金交付等要綱（昭和 50年２月 13日付け 50畜Ｂ第 303号農林事務次官依命通

知）に定める配合飼料価格安定基金の業務方法書に基づく配合飼料の価格差補塡に関

する基本契約及び配合飼料の価格差補塡に関する毎年度行われる数量契約（以下「契

約」という。）の締結（以下「配合飼料数量契約」という。）をしている者が、前年

度に引き続き契約を締結していることを確認するものとする。  

ただし、畜産農家が、事業実施年度の前年度に契約を締結していない、又は、自給

飼料への転換等により配合飼料の使用を中止する等の合理的な理由があることを取組

主体が確認した場合は、この限りではない。 

 ４ 生乳需給安定に向けた取組 

   取組主体は、本事業の受益者となる畜産農家から、事業申請時に「生乳需給安定ク

ロスコンプライアンスに係るチェックシート」の提出を受けるものとする。 

 

第２４ その他 

この規程に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項については、中酪会長

が別に定めることができるものとする。 

 

附 則（令和６年５月２４日付け中酪（総務）発第１１４号） 

この規程は、交付決定のあった日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和７年６月 ２日付け中酪（生振）発第１１２号） 

この規程の改正は、交付決定のあった日から施行し、令和７年４月１日から適用す
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る。 

 

附 則（令和８年５月２０日付け中酪（生振）発第８６号） 

この規程の改正は、交付決定のあった日から施行し、令和８年４月１日から適用す

る。 
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別表１ 

補助対象経費 

費目 細目 内容 留意事項 

事業費 奨励金 酪農経営体等が牛群長命連産性等向上計

画に基づき、長命連産性等向上精液等の

人工授精等に要する経費 

 

会場借料 事業を実施するために直接必要な会議等

を開催する場合の会場費として支払われ

る経費 

 

通信運搬費 事業を実施するために直接必要な郵便

代、運送代に係る経費 

・切手は物品受払簿で

管理すること。 

借上費 事業を実施するために直接必要な実験機

器、事務機器、ほ場等の借上げ経費 

 

印刷製本費 事業を実施するために直接必要な資料等

の印刷に係る経費 

 

資料購入費 事業を実施するために直接必要な図書、

参考文献に係る経費 

・新聞、定期刊行物等、

広く一般に定期購読

されているものは除

く。 

原材料費 事業を実施するために直接必要な試作品

の開発や試験等に必要な材料に係る経費 

・原材料は物品受払簿

で管理すること。 

 

普及啓発費 事業を実施するために直接必要なウェブ

ページ作成のためのサーバ利用料等の経

費 

 

消耗品費 事業を実施するために直接必要な以下の

物品に係る経費 

・短期間（補助事業実施期間内）又は一

度の使用によって消費されその効用を

失う物品（３万円未満のものに限る。） 

・CD-ROM等の記録媒体（３万円未満のも

のに限る。） 

・試験等に用いる器具等（３万円未満の

ものに限る） 

・消耗品は物品受払簿

で管理すること。 

光熱水費 事業を実施するために直接必要な電気、

ガス、水道料金の経費（ただし、基本料

金は除く。） 

 

データ収集・

処理・分析費 

本事業を実施するために直接必要なデー

タの収集・処理・分析に必要な経費 

 



 

- 12 - 

旅費 委員旅費 事業を実施するために直接必要な会議の

出席又は技術指導等を行うための旅費と

して、依頼した専門家に支払う経費 

 

調査旅費 事業を実施するために直接必要な資料収

集、各種調査、打合せ、成果発表等の実

施に必要な経費 

 

講師旅費 本事業を実施するために直接必要な研修

会等で講演を行うための旅費として、依

頼した専門家に支払う経費 

 

謝金  事業を実施するために直接必要な資料収

集・整理、専門的知識の提供等について

協力を得た人に対する謝礼に必要な経費 

・謝金の単価の設定根

拠となる資料を添付

すること。 

・事業実施主体に従事

する者に対する謝金

は認めない。 

賃金  事業を実施するために直接必要な業務を

目的として本事業を実施する民間団体等

が雇用した者に対して支払う実働に応じ

た対価（日給又は時間給）の経費 

・雇用通知書等により

本事業にて雇用した

ことを明らかにする

こと。 

・補助事業従事者別の

出勤簿及び作業日誌

を整備すること。 

委託費  本事業の交付目的たる事業の一部分（例

えば、事業の成果の一部を構成する調査

の実施、取りまとめ等）を他の者（事業

実施主体が民間企業の場合、自社を含

む。）に委託するために必要な経費 

・委託を行うに当たっ

ては、第三者に委託

することが必要かつ

合理的・効果的な業

務に限り実施できる

ものとする。 

・補助金の額の 50％未

満とすること。 

・事業そのもの又は事

業の根幹を成す業務

の委託は認めない。 

・民間企業内部で社内

発注を行う場合は、

利潤を除外した実費

弁済の経費に限る。 
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役務費 試験・分析費 事業を実施するために直接必要な分析、

試験、加工等を専ら行う経費 

 

その他役務費 事業を実施するために直接必要であり、

かつ、それだけでは成り立たない業務の

役務等に係る経費 

 

備品費  事業を実施するために直接必要な試験・

調査備品の経費（ただし、リース又はレ

ンタルを行うことが困難な場合に限る。） 

・取得単価が50万円以

上の機器及び器具に

ついては、一般競争

入札とし、入札に至

らなかった場合は原

則３社以上の見積も

りによる随意契約と

すること。 

雑役務

費 

手数料 事業を実施するために直接必要な謝金等

の振込手数料 

 

印紙代 事業を実施するために直接必要な委託の

契約書に貼付する印紙の経費 

 

社会保険料 事業を実施するために新たに直接雇用し

た者に支払う社会保険料の事業主負担分

の経費 

 

通勤費 事業を実施するために新たに直接雇用し

た者に支払う通勤の経費 

 

事業推

進費 

事業推進事務

費 

本事業を実施するために直接必要な取組

に対する事務に係る人件費 

 

 

 

※ 賃金及び推進事務費は、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化につ

いて」（平成 22年 9月 27日付け 22経第 960号大臣官房経理課長通知）に準じて算

定するものとする。 
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別表２ 

事業内容 補助対象経費 補助率 

１ 乳用牛長命連産

性等向上支援事業 

 

ア 長命連産性等

向上計画の策定 

 

 

 

 

 

イ 奨励金の交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乳用牛飼養管理

技術向上事業  

 

 ア 飼養管理技術

の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 飼養管理技術

 

 

 

酪農経営体等による長命

連産性等向上精液等の人工

授精等のための長命連産性

等向上計画の取りまとめ及

び策定に要する経費 

 

 

長命連産性等向上精液等

の人工授精等に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 長命連産性の向上に資

する飼養管理の普及に向

けた検討会の開催等に要

する経費  

２ 長命連産性の向上に資

する飼養管理の情報発信

に要する経費  

３ 長命連産性の向上に資

する飼養管理の普及に向

けた講習会等の開催に要

する経費  

４ その他長命連産性の向

上に資する飼養管理の普

及に要する経  

 

 長命連産性の向上に資す

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 

人工授精等を行う乳用牛１

頭につき、長命連産性等向上

精液等の利用は２回までとす

る。 

対象となる長命連産性等向

上精液等及び１回当たりの補

助率は別表３のとおり。 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 
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の現場普及 

 

 

 

 

３ 乳用牛性選別精 

液製造機器導入事業 

る飼養管理の普及に向けた

地域研修会等の開催に要す

る経費 

 

 

性選別精液製造機器及び

その付帯機器を整備するた

めに必要な経費 

（ただし１取り組み主体当

たり 256千円を上限とする） 

 

 

 

1/2以内 
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別表３ 

対象となる長命連産性等向上精液等 補助率 

 

１ 長命連産性等向上精液等

のうち、特に長命連産性の

能力の高い乳用種雄牛の精

液又はその精液を利用して

生産された受精卵等（以

下、「特別長命連産性等精液

等」という。） 

 

（１）精液については、国内

の家畜血統登録機関にお

いて登録されているホル

スタイン種の種雄牛から

採取された精液であっ

て、かつ次のいずれかに

該当するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受精卵については、乳

用牛から採卵されたもの

であって、かつ次に該当

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア （独）家畜改良センター

（以下、「改良センター」と

する。）が令和７年８月以降

に公表した「乳用牛種雄牛評

価成績」に掲載された供給可

能種雄牛であって、長命連産

効果上位 10位以内かつ総合

指数（以下、「NTP」とい

う。）上位 40位以内の遺伝的

能力を有したことがあるもの 

 

イ 改良センターが令和７年８

月以降に公表した「供給可能

な後代検定参加種雄牛」又は

一般社団法人家畜改良事業団

が令和６年度以降に公表した

「乳用種雄牛後代検定ヤング

サイア名簿」に掲載された後

代検定参加種雄牛（以下、

「ヤングサイア」という。）

であって、１（１）アと同等

程度の遺伝的能力を有したこ

とがあるもの 

 

 

利用する種雄牛の精液が１

（１）ア及びイのもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

９千円以内／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

９千円以内／回 
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２ 長命連産性等向上精液等

のうち、「特別長命連産性等

精液等」以外の精液又は受

精卵等（以下、「長命連産性

等精液等」という。） 

 

（１）精液については、国内

又は海外の家畜血統登録

機関において登録されて

いるホルスタイン種の種

雄牛から採取された精液

であって、かつ次のいず

れかに該当するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受精卵については、乳

用牛から採卵されたもの

であって、かつ次に該当

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

ア 改良センターが令和７年８

月以降に公表した「乳用牛種

雄牛評価成績」に掲載された

供給可能種雄牛であって、

NTP上位 40位以内の遺伝的

能力を有したことがあるもの

（ただし、１（１）アを除

く。） 

 

イ 改良センターが令和７年８

月以降に公表した「供給可能

な後代検定参加種雄牛」又は

一般社団法人家畜改良事業団

が令和６年度以降に公表した

「乳用種雄牛後代検定ヤング

サイア名簿」に掲載されたヤ

ングサイアであって、２

（１）アと同等程度の遺伝的

能力を有したことがあるもの

（ただし、１（１）イを除

く。） 

 

ウ 海外で飼養されている種雄

牛の場合は、改良センターが

令和６年８月以降に公表した

評価成績を有するものであっ

て、２（１）アと同等程度の

遺伝的能力を有したことがあ

るもの 

 

利用する種雄牛の精液が２

（１）ア～ウのもの 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

６千円以内／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

６千円以内／回 
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別表４ 

補助対象経費（第１の４の事業） 

費目 細目 内容 備考 

事業費 性選別精液製

造機器導入費 

性選別精液を製造する時に必要な

機器等及び凍結精液を製造する時

に必要な精液分注器等の導入及び

改修費用  

取得単価が50万円

以上の機器及び器

具については、見積

書（原則３社以上、

該当する設備備品

を１社又は２社の

みが扱っている場

合を除く。）やカタ

ログ等を添付する

こと  
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別紙様式第１号の１ 

（酪農経営体等→取組主体） 

 

令和〇年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業における牛群長命連産性等向

上計画 

 

  年 月 日  

 

取組主体       殿 

 （○○農業協同組合） 

 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第６の 1の規定に基づき、下

記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 助成対象者 

経営区分  

氏名又は法人・組織名 
フリガナ 

 

代表者氏名（法人・組織の場合） 

フリガナ 

 

郵便番号・住所  

連絡先 
（電話番号／電子メール） 

 

 

２ 本事業の対象となる長命連産性等向上精液等の回数及び奨励金額 

令和８年１月
１日時点の
経産牛頭数 

 
 

（頭） 

乳用後継牛
生産のため
に利用予定
の乳用牛頭
数 
（頭） 

長命連産性
等向上精液
等を利用予
定の乳用牛
頭数 
（頭） 

特別長命連
産性等精液
等 

 
（回） 
① 

長命連産性
等精液等 

 
 

（回） 
② 

奨励金額 
 
 
 

（円） 
③ 

（①×9,000＋ 
 ②×6,000） 
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 別紙様式第１号の２ 

（取組主体→中酪） 

 

令和〇年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業における飼養管理技術普及計画  

 

番   号 

〇年〇月〇日 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第６の３の規定に基づき、下

記のとおり提出します。 

 

１ 総括表 

事業内容 事業費 
負担区分 

備考 
国庫補助金 事業実施主体 

 

 

 

 

千円 千円 千円  

（注）国庫補助金は 256千円と事業費のいずれか低い額を記載すること。 

 

２ 研修会の目的 

 

 

３ 研修会の内容 

開催時期及び開催場所 参加者数 参集範囲 内容 備考 

 

 

 

 

 

（人） 

   

 

４ その他添付資料（任意） 
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 別紙様式第１号の３ 

（取組主体→中酪） 

 

令和〇年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業における性選別精液製造機器導入等計画 

番   号 

〇年〇月〇日 

 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第６の４の規定に基づき、下

記のとおり提出します。 

 

１ 総括表 

事業内容 事業費 
負担区分 

備考 
国庫補助金 事業実施主体 

 

 

千円 千円 千円  

 

２ 事業の目的 

 

 

 

３ 事業の実施方針 

 

 

 

 （注）本欄には、事業実施に当たっての基本的な方針、業務推進体制、業務推進方法、

事業実施年度における性選別精液や受精卵の活用等に関する技術の概要及び普及手

法等を記載すること。 

 

４ 成果目標 

評価年度 成果目標の内容 成果目標値 検証方法 
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５ 性選別精液製造機器導入計画 

内容 数量 補助率 事業費 補助金 

     

 

６ その他添付資料（任意） 
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別紙様式第２号 

（取組主体→中酪） 

 

令和〇年度長命連産性等向上計画の承認について 

 

番   号 

  年 月 日 

 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 

    

 

 

長命連産性等向上計画について、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等

規程第６第２項の規定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認申請します。 

 

（注）関係書類として別添を添付すること。 
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別添 

 

令和〇年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業における長命連産性等向上計画 

 

１ 取組主体の概要 

取組主体名  

住所 〒 

 

 

TEL（  ）  －     FAX（  ）  － 

代表者氏名  

事業参加者数  

 

２ 本事業の対象となる長命連産性等向上精液等の回数及び奨励金額 

令和８年１月１日 
時点の経産牛頭数 

（頭） 
 

特別長命連産性等
精液等 
（回） 
① 

長命連産性等精液
等 

（回） 
② 

奨励金額 
（円） 
③ 

（①×9,000＋②
×6,000） 

    

 

３ 成果目標 

乳用後継牛生

産のために利

用予定の乳用

牛頭数（頭） 

 

①  

長命連産性等

向上精液等を

利用予定の乳

用牛頭数 

（頭） 

② 

長命連産性等

向上精液等の

利用率見込み 

（％） 

 

③ 

②/①×100 

成果目

標 
（％） 

 

成果目標の 

検証方法 
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別添の参考資料 

 

１ 奨励金の内訳 

番号 参加者名 市町村名 

特別長命

連産性等

精液等 

（回） 

① 

長命連産

性等精液

等 

（回） 

② 

奨励金の内訳（円） 

①× 

9,000 

②× 

6,000 
計 

        

        

        

計        

 

 

２ 長命連産性等向上精液等を利用予定の乳用牛頭数 

番号 参加者名 

乳用後継牛生産のために利

用予定の乳用牛頭数（頭） 

① 

長命連産性等向上精液等を

利用予定の乳用牛頭数 
（頭） 

② 

    

    

計    

 

３ 長命連産性等向上計画の策定 

費目 事業費 
負担区分 

積算 備考 
国庫補助金 その他 

  

 

    

合計      

注１：「費目」は、別表１の費目とし、「積算」に詳細を記載すること。 

注２：事業の一部を委託して実施する場合は、費目ごとに委託先及びその委託費の額を

（  ）書きで記載すること。 
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別紙様式第３号 

（取組主体→中酪） 

番   号 

年 月 日 

 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業の補助金交付決定前着手につ

いて 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業の事業実施計画に基づく以下の事業

について、下記条件を了承の上、補助金の交付決定前に着手いたしましたので、届け出ま

す。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業

に損失を生じた場合には、これらの損失は、事業実施主体等が負担するものとする。 

 

２ 補助金の交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場

合においても、異議がないものとする。 

 

３ 本事業については、着手から補助金の交付決定を受けるまでの期間においては、計画

変更は行わないものとする。 

 

４ 事業概要 

事業名 事業内容 総事業費

（円） 

補助金 

（円） 

着手予定

年月日 

完了予定

年月日 

理由 
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別紙様式第４号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付申請書 

 

番   号  

年 月 日  

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 

令和 年度において、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業を下記のとおり実施した

いので、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第８第１項の規定に基

づき、補助金     円を交付されたく関係書類を添えて申請します。 

また、併せて、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第６第２項の規

定に基づく事業実施計画を提出します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容  別紙様式第２号「令和〇年度長命連産性等向上計画の承認について」

のとおり 

 

３ 経費の配分及び負担区分 

区 分 

補助事業に 

要する経費 

（Ａ）＋（Ｂ） 

負担区分 

備考 国庫補助金 

（Ａ） 

その他 

（Ｂ） 

 

１ 乳用牛長命連産

性等向上支援事業 

 

ア 長命連産性等

向上計画の策定 

 

円 円 円  
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イ 奨励金の交付 

 

２ 乳用牛長命連産

性等向上支援推進

事業 

 

３ 乳用牛飼養管理

技術向上事業  

 

 ア 飼養管理技術 

の情報発信 

 

 イ 飼養管理技術 

の現場普及 

 

４ 乳用牛性選別精 

液製造機器導入

事業 

 

合 計 
    

（注）１の備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○○円」

を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」

をそれぞれ記入すること。 

「該当なし」の場合は、以下のうち該当するものにチェックを入れること。 

□  免税事業者 

□  簡易課税制度の適用を受ける者 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日    令和 年 月 日 

（２）事業完了予定年月日  令和 年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（注）添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該

ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付を省略することが

できる。 

（３）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（畜産経営体向け）の提

出を確認した酪農経営体の一覧 
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（４）配合飼料数量契約を確認した酪農経営体の一覧 

（５）飼養衛生管理の取組確認書を確認した酪農経営体の一覧 

（６）生乳需給安定クロスコンプライアンスに係るチェックシートの提出をした酪農経

営体の一覧 

（７）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（民間事業者・自治体等向

け） 
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別紙様式第５号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付変更承認申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 

令和 年 月 日付け  第   号をもって補助金交付決定通知のあった乳用牛長

命連産性等向上緊急支援事業の実施について、下記のとおり  したいので承認された

く、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第１０第１項の規定に基づ

き申請します。 

 

記 

 

（記載要領） 

（注１）下線部分については、変更の場合は「変更」、「中止の場合は「中止」、廃止の

場合は「廃止」とする。 

（注２）記の記載様式は、別紙様式第４号に準ずるものとする。この場合において、同様

式中「事業の目的」を「変更の理由」（中止の場合は「中止の理由」、廃止の場合

は「廃止の理由」）と置き換え、補助金の交付決定により通知された事業の内容及

び経費の配分と変更後（中止の場合は中止後、廃止の場合は廃止後）の事業の内容

及び経費の配分とを容易に比較対照できるように記載すること。 

（注３）申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な添付書類については、当該ウェブサ

イトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注４）中酪会長等が変更等内容確認のため必要と判断した資料については求めに応じ、

遅滞なく提出しなければならない。 
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別紙様式第６号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金概算払請求書 

 

番   号  

年 月 日  

 

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 令和 年 月 日付け 第 号をもって補助金の交付決定通知のあった事業について、

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第１１第２項の規定に基づき、概

算払の請求をしたいので、下記により補助金      円を概算払によって交付された

く請求します。 

 

記 

 

１ 補助金概算払請求書 

区分 

交付決定 
事業費遂行状況 

（令和 年 月 日現在） 既概算 

払受領 

額 

④ 

今回概 

算払請 

求額 

⑤ 

令和 年 

月 日ま

で予定出

来高 

（④+⑤）/

② 

残額 

 

②－④

-⑤ 

事業費 

① 

補助金 

② 

事業費 

③ 
補助金 

事業費

出来高 

③／① 

 

 

円 円 円 円 ％ 円 円 ％ 円 

合計          

 

２ 振込先金融機関名等 

  金融機関名  ○○銀行 ○○支店 

  預金種類   ○○預金 

  口座番号 

  口座名義 
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別紙様式第７号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業実績報告書 

 

番   号  

年 月 日  

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

令和 年 月 日付け 第 号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につい

て、交付決定通知の内容に従い実施したので、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助

金交付等規程第１２第１項の規定に基づき、その実績を報告します。 

また、併せて精算額として補助金     円の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容及び実績 

※ 事業の内容及び実績については、補助金交付申請書又は変更等承認申請書に添付

した事業実施計画に実績（事業実施計画と実績が比較できるように記載すること。）

を反映し添付すること。 

 

３ 経費の配分及び負担区分 

区   分 

補助事業に要

した経費 

（Ａ）＋

（Ｂ） 

負 担 区 分 

備 考 
国庫補助金 

（Ａ） 

その他 

（Ｂ） 

１ 乳用牛長命連産性等向

上支援事業 

 

ア 長命連産性等向上計

画の策定 

 

イ 奨励金の交付 

 

          円 

 

          円 

 

          円 
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２ 乳用牛長命連産性等向

上支援推進事業 

 

３ 乳用牛飼養管理技術向 

上事業  

 

 ア 飼養管理技術の情報 

発信 

 

 イ 飼養管理技術の現場 

普及 

 

４ 乳用牛性選別精液製 

造機器導入事業 

合    計              

  （注１）区分欄には、別表の区分欄及び経費の欄に掲げる経費ごとに記載すること。 

  （注２）１の備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○○

円」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含

税額」をそれぞれ記入すること。 

 

 

４ 事業に係る精算額 

交付決定額 確定額 概算払受領額 精算払請求額 

円 

 

円 円 円 

 

 

５ 事業の完了年月日     令和  年  月  日 

 

６ 添付書類 

（１）事業実施計画に実績を反映した資料 

（２）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（畜産経営体向け）の提出

を確認した酪農経営体の一覧 

（３）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（民間事業者・自治体等向

け） 

 

７ 振込先金融機関名等 

金融機関名 ○○○銀行 

支店名   ○○○支店 



 

- 34 - 

預金種類  ○○○預金 

口座番号（フリガナ） 

 

（注１）この実績報告書は、当該報告に係る補助金交付申請書ごとに作成すること。 

（注２）括弧内は、実績報告と同時に補助金の交付を請求する場合に記載すること。 

（注３）添付書類については、支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補

助金調書の写し、支払経費の確認のため必要がある資料（例：契約書、請求書、領

収書等の写し及び事業実施等の確認のための資料（例：写真、議事録等の写し）を

添付し、経費以外のものは、補助金交付申請書又は変更等承認申請書に添付したも

ののうち、変更があったものに限り添付すること。（経費以外のものについては、

申請時以降変更のない場合は省略できる。） 

（注４）申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な添付書類については、当該ウェブサ

イトの URLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注５）中酪会長等が内容確認のため必要と判断した資料については求めに応じ、遅滞な

く提出しなければならない。 
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別紙様式第８号 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金の消費税仕入控除税額

報告書 

 

番   号  

年 月 日  

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

 令和 年 月 日付け 第  号をもって補助金の交付決定通知のあった乳用牛長命連

産性等向上緊急支援事業補助金について、乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交

付等規程第１２第３項の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 適正化法第１５条の補助金の額の確定額 

（○○年○月○日付け○○第○○号による額の確定通知額） 

金  円 

 

２ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額 

金  円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

金  円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

金  円 

 

（注１）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。（補助事業に要した経費に

係る消費税及び地方消費税相当額の全額について、補助金相当額を補助金の額から

減額する場合は、（３）の資料を除き添付不要。） 

なお、取組主体体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を添付す

ること。 

（１）消費税確定申告書の写し（税務署受付済のもの） 

（２）付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

（３）３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認でき
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る資料も併せて提出すること） 

（４）取組主体が消費税法第 60条第４項に定める法人等である場合、同項に規定す

る特定収入の割合を確認できる資料 

（注２）記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その

重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資

料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載する

こととする。 

（注３）申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な添付書類については、当該ウェブサ

イトの URLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注４）中酪会長等が内容確認のため必要と判断した資料については求めに応じ、遅滞な

く提出しなければならない。 

 

５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

   [                                 ] 

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定

時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

   [                                 ] 

 

（注１）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、取組主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付する

こと。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者

の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署受付済のもの）及び損益計算書

等、売上高を確認できる資料 

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年

度、事業開始日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書

類など、免税事業者であることを確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費

税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署受付済のもの） 

・取組主体が消費税法第 60条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定

する特定収入の割合を確認できる資料 

（注２）記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その

重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、資料の特定

に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 

（注３）申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な添付書類については、当該ウェブサ

イトの URLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注４）中酪会長等が内容確認のため必要と判断した資料については求めに応じ、遅滞な

く提出しなければならない。 
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別紙様式第９号 

（酪農経営体等→取組主体） 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業達成状況報告書 

 

  〇年〇月〇日 

 

取組主体       殿 

 （○○農業協同組合） 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第１８第１項の規定に基づ

き、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 助成対象者 

経営区分  

氏名又は法人・組織名 フリガナ 

 

代表者氏名（法人・組織の場合） フリガナ 

 

郵便番号・住所  

 

連絡先 （電話番号／電子メール） 

 

 

２ 本事業の対象となる長命連産性等向上精液等の回数及び奨励金額 
令和８年１
月１日時点
の経産牛頭
数 
（頭） 

乳用後継牛
生産のため
に利用した
乳用牛頭数 

（頭） 

長命連産性
等向上精液
等を利用し
た乳用牛頭
数 
（頭） 

特別長命連
産性等精液
等 
（回） 

 
① 

長命連産性
等精液等 
（回） 

 
 
② 

奨励金額 
（円） 

 
 
 

③（①×
9000＋②×
6000） 

      

   

（注）本様式の別添の参考資料を用いて自らの事業の実績を報告し、内容に変更がない場

合は、当該様式をもって事業達成状況の報告に代えることができるものとする。 
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３ 奨励金の内訳 

 

取
組
主
体
名
：

備
考

特
別
長
命
連
産
性

長
命
連
産
性
等

乳
用
牛
ご
と
の

名
号

登
録
番
号

等
精
液
等
の
利
用

精
液
等
の
利
用

奨
励
金
総
額

（
円
）

1
回
目

2
回
目

1
回
目

2
回
目

1
回
目

2
回
目

1
回
目

2
回
目

合
計

長
命
連
産
性
等
向
上

精
液
等
を
利
用
し
た

乳
用
牛
の
個
体
識
別

番
号

精
液
/
受
精
卵
情
報

長
命
連
産
性
等
向
上
精
液
等
の
人
工
授
精
等
に
関
す
る
情
報

奨
励
金

番
号

人
工
授
精
等

の
実
施
回
数

精
液
/
受
精

卵
の
別

人
工
授
精
等
の

実
施
日
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別紙様式第１０号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業 達成状況報告書 

 

番   号  

年 月 日  

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第１８第２項の規定に基づ

き、事業の達成状況を報告します。 

 

※ 取組主体及び技術推進主体は該当する事業の達成状況を報告するものとする。 

 

 

 

【乳用牛長命連産性等向上支援事業】 

１ 達成状況概要 

事業参加箇所数   ○○箇所 

 

２ 本事業の対象となる長命連産性等向上精液等の回数及び奨励金額 
令和８年１
月１日時点
の経産牛頭
数 
（頭） 

乳用後継牛
生産のため
に利用した
乳用牛頭数 

（頭） 

長命連産性
等向上精液
等を利用し
た乳用牛頭
数 
（頭） 

特別長命連
産性等精液
等 
（回） 

 
① 

長命連産性
等精液等 
（回） 

 
 
② 

奨励金額 
（円） 

 
 
 

③（①×
9000＋②×
6000） 

      

 

【乳用牛性選別精液製造機器導入事業】 
性選別精液製造機器導入実績 
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内容 数量 補助率 事業費 補助金 備考 
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別紙様式第１１号 

（取組主体→中酪） 

 

令和 年度乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業評価報告書 

 

番   号  

年 月 日  

一般社団法人中央酪農会議 

会 長        殿 

 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業補助金交付等規程第１９の規定に基づき、報告

します。 

 

※ 取組主体及び技術推進主体は該当する事業の達成状況を報告するものとする。 

 

【乳用牛長命連産性等向上支援事業】 

取組主体 乳用後継
牛生産の
ために利
用した乳
用牛頭数 
（頭） 
 

① 

長命連産
性等向上
精液等を
利用した
乳用牛頭
数（頭） 
 

② 

長命連産
性等向上
精液等の
利用率 
（％） 
 
 

③ 
②/①×100 

成果目標 

（％） 

 
 
 
 

④ 

成果目標
の達成率 
（％） 
 
 
 
 

⑤ 
③/④×100 

備考 

 

 

 

 

 

      

 

【乳用牛性選別精液製造機器導入事業】 

評価年度 成果目標の内容 成果目標値 検証方法 

 

 

 

   


